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「
平
成
30
年
度
か
ら
の
就

学
援
助
費
の
新
入
学
児
童

生
徒
学
用
品
費
を
入
学
す
る
前
に

支
給
す
る
」
こ
と
を
求
め
る
。

町
内
５
学
童
保
育
所
の
実

態
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し

て
い
る
の
か
。

指
導
員
さ
ん
の
声
や
労
働

条
件
な
ど
の
把
握
は
ど
う

か
。

今
後
の
協
議
を
ど
の
よ
う

に
行
う
の
か
。

４
学
童
保
育
所
の
保
護
者

会
の
要
望
書
に
つ
い
て
見

解
を
求
め
る
。

現
在
行
わ
れ
て
い
る
新
総

合
事
業
の
訪
問
介
護
サ
ー

ビ
ス
と
通
所
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
第

７
期
計
画
で
も
継
続
す
る
こ
と
を

求
め
る
。ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

の
「
介
護
保
険
の
負
担

感
」
で
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
調
査

で
は
「
今
の
程
度
な
ら
や
む
を
得

な
い
」
45
・
７
％
「
や
や
負
担
が

大
き
い
・
負
担
が
大
き
い
」
が
20

％
で
、
合
計
65
・
７
％
の
人
が
介

護
保
険
料
値
上
げ
で
生
活
に
困
難

を
き
た
す
状
態
に
な
る
こ
と
を
訴

え
て
い
る
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
ふ
ま

え
、
適
正
な
総
給
付
費
の
確
定
・

基
金
の
活
用
な
ど
で
、
介
護
保
険

料
の
引
き
上
げ
を
し
な
い
事
を
求

め
る
。

介
護
保
険
制
度
で
多
く
の

改
定
が
行
わ
れ
る
。
国
の

制
度
改
定
が
第
７
期
計
画
に
及
ぼ

す
影
響
は
。

　

認
定
・
支
給
後
の
異
動
対
応
が

難
し
い
状
況
で
あ
る
た
め
、
前
年

度
支
給
に
つ
い
て
は
困
難
で
あ
る
。
　

継
続
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

会
計
監
査
を
年
３
回
、
指
定
管

理
者
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
年
１
回
実

施
し
て
い
る
。「
ご
意
見
箱
」
を

設
置
し
た
り
、
役
場
へ
寄
せ
ら
れ

た
意
見
・
相
談
を
受
け
て
い
る
。

　

会
計
監
査
や
指
定
管
理
者
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
で
確
認
し
て
い
る
。

　

代
表
者
会
議
を
継
続
的
に
開
き
、

学
童
保
育
所
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

保
護
者
の
意
見
を
集
約
し
た
い
。

　

学
童
保
育
所
の
保
護
者
会
で
の

運
営
廃
止
・
支
援
員
確
保
・
保
育

　

第
１
号
被
保
険
者
の
負
担
割
合

１
％
引
き
上
げ
調
整
交
付
金
見
直

し
・
介
護
報
酬
の
プ
ラ
ス
改
定
と

い
う
引
き
上
げ
要
因
が
あ
る
。

　

国
の
制
度
改
定
は
、「
①
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
強
化
法 

②

来
年
８
月
か
ら
所
得
の
高
い
方
の

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
の
３
割

引
き
上
げ 

③
第
２
号
被
保
険
者

（
40
才
〜
64
才
）
に
対
す
る
総
報

酬
の
導
入
」
が
主
な
内
容
で
あ
る
。

　

そ
の
重
点
目
標
は
、「
必
要
な

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
前
提
に
、
住

（
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育
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学
援
助

学
童
保
育

第
７
期

　

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

　

介
護
保
険
事
業
計
画

瀧　すみ江 議員瀧　すみ江 議員
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先進的な取り組みがされている近江八幡市
環境エネルギーセンター（パンフレットより）

国
民
健
康
保
険
（
以
下
、

国
保
と
い
う
）
事
業
の
滋

賀
県
統
一
化
は
、
ど
の
よ
う
な
事

業
運
営
で
「
町
民
の
生
存
権
を
保

障
」
す
る
の
か
。

国
保
事
業
の
県
統
一
化
で

何
が
変
わ
る
の
か
。
県
の

役
割
は
ど
の
よ
う
な
事
業
か
。
加

え
て
、
町
行
政
及
び
加
入
者
の
メ

リ
ッ
ト
は
な
に
か
。

国
保
加
入
者
の
８
割
が
所

得
２
０
０
万
円
以
下
。
納

付
金
に
合
わ
せ
た
保
険
税
の
引
き

上
げ
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

広
域
ご
み
処
理
施
設
に
つ

い
て
、
地
元
住
民
は
じ
め

周
辺
住
民
は
、
焼
却
炉
の
規
模
や

能
力
を
詳
細
に
知
っ
て
建
設
候
補

地
が
決
定
さ
れ
た
の
で
な
い
。
不

安
や
懸
念
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し

て
い
る
の
か
。

加
入
者
の
生
活
支
援
「
生

存
権
を
保
障
す
る
」
立
場

か
ら
、
町
の
裁
量
で
一
般
会
計
か

ら
の
法
定
外
繰
入
を
続
け
る
べ
き

だ
。

　
「
県
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
」

に
は
、「
県
民
が
健
康
な
暮
ら
し

が
送
れ
る
、
い
ざ
と
い
う
時
安
心

し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
国
保
制

度
」
を
基
本
理
念
と
し
、
県
が
財

政
運
営
の
責
任
主
体
と
な
る
こ
と

で
、
一
定
の
被
保
険
者
数
が
確
保

で
き
る
た
め
、
健
全
な
財
政
運
営

が
な
さ
れ
、
町
民
の
暮
ら
し
を
支

え
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。

国
保
制
度
の
安
定
化
と
持
続
可
能

な
仕
組
み
づ
く
り
が
、「
生
存
権

の
保
障
」
に
つ
な
が
る
。

　

国
保
財
政
安
定
化
の
た
め
に
財

政
安
定
化
基
金
を
設
け
て
、
医
療

　

平
成
30
年
度
ま
で
は
、
現
在
の

保
険
税
を
維
持
す
る
。
平
成
31
年

度
以
降
は
、
県
納
付
金
に
よ
っ
て

保
険
税
を
算
定
す
る
。

　
「
施
設
整
備
基
本
計
画
」
策
定

前
で
あ
り
、
説
明
会
で
は
具
体
的

な
説
明
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

参
加
者
か
ら
は
、
通
学
児
童
の

安
全
問
題
、搬
入
炉
の
新
設
、パ
ッ

カ
ー
車
の
搬
入
経
路
、
環
境
問
題

へ
の
懸
念
、
有
害
鳥
獣
駆
除
の
問

題
、
老
朽
化
し
た
あ
と
の
施
設
の

維
持
管
理
、
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
が

わ
か
な
い
、
施
設
反
対
等
の
意
見

が
出
て
い
る
。

　

今
後「
施
設
整
備
基
本
計
画
」

が
策
定
さ
れ
る
の
で
、
町
と
し
て

も
課
題
解
決
に
向
け
て
対
応
し
て

い
く
。

　

県
が
示
す
本
町
の
標
準
保
険
税

率
と
現
在
の
税
率
を
比
較
し
、
被

（
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費
の
増
加
や
保
険
税
の
収
納
不
足

に
よ
り
、
財
源
不
足
の
時
に
貸
付

や
交
付
の
対
応
を
行
う
。

　

行
政
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
年
度
途

中
に
医
療
費
が
高
騰
し
て
も
、
保

険
税
に
影
響
し
な
い
。
償
還
払
い

以
外
の
医
療
費
支
払
い
事
務
は
県

が
行
う
た
め
、
事
務
が
軽
減
さ
れ

る
。

　

加
入
者
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
県
内

ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
、
同
じ
保

険
税
と
な
り
、
負
担
の
公
平
化
が

お
こ
な
え
る
。

保
険
者
の
保
険
税
の
負
担
感
や
収

納
率
を
考
慮
し
て
、
法
定
外
繰
入

に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
。

民
も
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
役
割
を

果
た
す
こ
と
」
を
求
め
て
い
る
。

料
の
減
額
・
長
期
休
暇
中
の
保
育

場
所
の
確
保
な
ど
の
内
容
で
、
適

切
に
対
応
し
た
い
。

今後の協議をどのように行うのかQ

学童保育のあり方

代表者会議を継続的に開き
　　　　　　保護者の意見を集約したい

A

県統一化で加入者のメリットはQ

国民健康保険事業

同じ所得、同じ世帯構成であれば、
同じ保険税となり、負担の公平化となる

A


